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習志野市環境保全条例に係る 

吐出口の断面積(※１)が６cm2以下の揚水施設の設置フロー（６cm2を超えるものは県条例対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）吐出口の断面積及び揚水機の定格出力は、同一敷地に複数の揚水施設を設置する場合は、それ

らの合計 

 

（※２）特定用途とは 

 １ 工業（製造業（物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業）の用途 

 ２ 鉱業の用途 

 ３ 建築物用地下水（冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備）としての用途 

 ４ 農業の用途 

 ５ 水道事業、簡易水道事業若しくは専用水道又は小規模水道の用途 

 ６ 工業用水道事業の用途 

 ７ 開発区域面積が１０ヘクタール以上のゴルフ場における散水の用途 
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該当する（条例対象） 

0.75kwを超える 

（条例対象外） 0.75kw 以下 揚水機の 

定格出力(※１) 

揚水施設設置届(第 17 号様式)・立会願(様式Ａ)の提出 

・非常用井戸の場合は災害時協力井戸登録が必要 

・水量測定器の設置 

基準(ストレーナー550m 以深)の遵守 

(非常用、水源確保が困難な施設は基準適用外) 

特定用途(※２) 

に該当するか 

＜現場確認＞ 

届出どおりか 

揚水量の報告(第 20 号様式・年 1 回) 

＜現場確認＞ 

申請どおりか 
改善指導 

該当しない 
0.75kw を超え、か

つ基準不遵守の場合

は特定用途への変更

は不可となります 

一般家庭で 

利用か 

受理書(第 18 号様式)発行 

 

通知書発行(様式Ｂ) 

 終了 

(設置住所の確認を 

することがあります) 

終了 

揚水施設変更届(第 17 号様式) 

廃止届(第 17 号様式の 2) 

立会願(様式Ａ)の提出 

改善指導 

立会願(様式Ａ)の提出 

廃止は書類提出不要 

(電話連絡等で報告) 

（条例対象外） 

氏名変更届 

(第14号様式) 

災害時に町会単位などで使用しても

通常時に個人宅で使用する場合は 

一般家庭利用とします 

廃止 

 

施設の変更・廃止 

 

氏名変更・承継 

 
承継届 

(第11号様式) 

受理書(第 18 号様式)発行 

 


